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名誉会員
海洋深層水利用学会の名誉会員の設置の経緯を以下に記す．

2012年度第1回理事会（2012年5月11日，東京大学弥生キャンパス中島薫一郎記念ホール）において名誉会
員の提案があり，審議の結果その必要性が認められ，事務局が原案を作成して次回理事会で検討することに
なった．

2012年度第7回理事会（2013年3月23日，新宿センタービル大成建設株式会社会議室）において事務局が作
成した原案を検討し，会則を変更して名誉会員規定を設けることが決定した．

2013年度第1回理事会（2013年5月21日，東京海洋大学品川キャンパス白鷹館多目的スペース）で名誉会員
規定を検討し，名誉会員規定を盛り込んだ会則変更を総会に諮ることを決定．

2013年度総会（2013年5月21日，東京海洋大学品川キャンパス白鷹館多目的スペース）において，名誉会
員規定を入れた以下の会則変更を審理し，満場一致で決定した．

第4条，第2項に“名誉会員は本会の事業に対して著しい功労があり，総会において推薦承認された個人”を
新たに追加．

第1号名誉会員

酒匂敏次会員　2013年5月21日の総会で，“海洋深層水の利活用に関し社会的啓蒙活動を積極的に進め，
また海洋深層水利用研究会並びに海洋深層水学会の会長として長年強い牽引力を示された功績”を称賛し満
場一致で承認．

原著論文20周年記念号


